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（H30）Ｎｏ.④ 協和橋

橋の防護柵が歩道の基準を満たしていなく、

歩行者に対して危

険性がある。

〈対策〉

・注意喚起表示

の設置

（H30）Ｎｏ.⑤ 茶路橋

橋の防護柵が歩道の基準を満たしていなく、

歩行者に対して危険性がある。

〈対策〉

・防護柵の改修

：危険箇所


